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相続人（空き家所有者）の多くは、引き継いだ住まいの家財の整

理・処分ができないことで困っています。 

家財の整理がなされていないことが、住まいの活用を遅らせる要

因となるため、できるところから家財の整理を始めていきましょう。 

(1)家財の分類 
  

 

 

 

【記入日＿＿＿年＿＿月＿＿日】 

家財の分類 物品 

 

A 

お気に入り 

のもの 
（愛着があり、使用頻

度が高いもの） 

 

 

 

 

 

 

 

B 

普段づかい 

のもの 
（愛着はないが、使用

頻度の高いもの) 

 

 

 

 

 

 

 

C 

大切にしている

もの 
（使用頻度は低いが、

愛着のあるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

D 

使っていない 

もの 
（愛着もなく、使用頻

度も低いもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 
⇒A,B,Cに分類したものは、16ページで今後の方針を考えましょう。 

また、Dに分類したものは処分を検討しましょう。 

今ある家財について、15ページ上部の図を参考に分類しましょう。 

 ステップ２ 家財の整理       
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記入例 

家財の分類 物品 

 

A お気に入りのもの 

 

桐たんす、着物、腕時計、指輪、仏具、写真機、

革装の日記帳、ブランドものの財布・・・ 

 

B 普段づかいのもの 
テレビ、冷蔵庫などの家電、いつも着ている衣服、

仕事で使っているパソコン・デスク・・・ 

 

C 大切にしているもの 

 

ピアノ、雛人形、アルバム・・・ 

 

D 

 

使っていないもの 

 

使わなくなった家具・家電、読み終わった書籍、着

なくなった衣服、来客用にとっておいた寝具・・・ 

  

 

日常的に使っているもの 

日常的に使っていないもの 

愛
着
の
あ
る
も
の 

愛
着
の
な
い
も
の 

Ａ Ｂ 

Ｃ Ｄ 

図 

 住まカツからのアドバイス⑤ 

 家財処分のコツ 
① いつまでに何を整理するのかスケジュールを決める。 

② 家族や親族等の協力を得ながら処分を進める。 

③ 使っていないものは思い切って処分する。 

④ 処分先としてリユースショップを活用する。 

 ⇒ 家財の分類に困ったり、家族や親族等の協力を得ることが難しい 

   場合は、家財整理業者の活用を検討しましょう。 



- 16 - 

 

 (2)家財の引継ぎ 
 

 

 

 

 

【記入日＿＿＿年＿＿月＿＿日】 

 

 

 

 

 

家財の

分類 
物品 引き継ぐ人 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

□ のこしておくものはない     □ のこしたいものがある 

 （すべて廃棄してよい） 

もしものとき、のこしたいものがある場合は、誰に引き継ぐの

か決めておきましょう。 

誰にどう引き継ぐか

を考えましょう。 

 ステップ２ 家財の整理       
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記入例 

 

 

 

 

家財の

分類 
物品 引き継ぐ人 

A 桐たんす、着物、仏具・・・ 相続発生時に長女に渡す。 

B テレビ、冷蔵庫などの家電・・・ 施設入所時に長男に渡す。 

C ピアノ、雛人形、アルバム・・・ 相続発生時に長男に渡す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ のこしておくものはない      ☑ のこしてほしいものがある 

  （すべて廃棄してよい） 

 住まカツからのアドバイス⑦ 

 一時的多量に発生したごみの処分方法 

 引越しや遺品整理などで家庭から一時的多量に発生した粗大ごみ等を

緊急に処理しなければならないときは、ごみ総合相談センターへご相談

ください。 

【お問合せ先】 

資源循環部ごみ総合相談センター 

TEL：0570-550-530 FAX：042-692-0900 

 住まカツからのアドバイス⑥ 

 ごみとして処分する前にリユースをご検討ください 

 使わなくなった家具、家電などを、ごみとして処分する前にリユース

（再利用）してみてはいかがでしょうか。市のリユースの取り組みやリ

ユースショップについては、ごみ減量対策課までお問合せください。 

【お問合せ先】 

資源循環部ごみ減量対策課 

TEL：042-620-7256 FAX：042-696-4506 
市ホームページ 

市ホームページ 
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(3) その他、重要書類等の確認・保管 
   

  

 

【記入日＿＿＿年＿＿月＿＿日】 

大切なもの しまってある場所 

通帳、印鑑  

不動産の権利書、 

売買契約書等 
 

遺言書  

年金手帳  

生命保険などの 

保険証 
 

有価証券証書  

住所録  

  

  

  

 

  

のこされた家族等が困らないよう、重要書類等をどこ

にしまっているのか明確にしておきましょう。 

 ステップ２ 家財の整理       
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記入例 

大切なもの しまってある場所 

通帳、印鑑 リビングの食器棚の右側の引き出し 

不動産の権利書、 

売買契約書等 
寝室に置いてある手提げ金庫の中 

遺言書 書斎にある机の引き出し 

年金手帳 リビングの整理タンスの引き出しの中 

生命保険などの 

保険証 
同上 

有価証券証書 書斎にある手提げ金庫の中 

住所録 書斎机の脇の本棚の上の方 

貴金属 寝室にある鏡台の引き出し 

  

  

 

 

  

 

重要書類の保管場所は取り扱いに注意し、

信頼できる人へ伝えましょう。 


